
生産緑地買取・活用支援事業

区市の生産緑地買取りを支援するとともに、高収益型農業を目指す農家の育成や農福連携
のための農園を区市が開設する際、必要な施設整備に対して支援する。

１ 生産緑地買取支援

【事業概要】

• 区市の生産緑地買取りを支援するため、（公財）東京都

農林水産振興財団に基金を造成

• 区市が活用計画に基づき生産緑地を買い取った場合は、

購入額の２分の１を基金から取り崩し補助

【出えん先】(公財)東京都農林水産振興財団

【補助率】 １/２以内

２ 買取生産緑地の活用支援

【事業概要】

• 区市が買い取った生産緑地に対し、都の政策課題の解決

に資する施設整備を支援

【出えん先】(公財)東京都農林水産振興財団

【補助対象】

• 高収益型農業を目指す農家の育成施設の整備

• 農福連携のための福祉農園等の整備

【補助率】 ４/５以内（補助上限額 １億円）
福祉農園（農福連携）高収益型農業の研修施設

〈都の政策課題の例〉

〈事業スキーム〉
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